
日本入国時のファストトラック運用の変更（「Visit Japan Web」への移行） 

 

 

 日本入国時の検疫で実施されていた手続（ワクチン接種証明書や検査証明書の確認

など）の一部をWEB上で事前に済ませるファストトラックの手続はこれまで入国者健康居

所確認アプリ（MySOS）で行われてきましたが、11月 1日からこの手続は「Visit Japan 

Web（https://vjw-lp.digital.go.jp/ ）」に移行されます。 

 これにより、「入国審査」、「税関申告」、「検疫（ファストトラック）」の入国手続に係るオン

ラインサービスが、「Visit Japan Web」で一元的に利用可能となります。この「Visit Japan 

Web」を利用すると、入国時の検疫、入国審査、通関にかかる時間を短縮できますので

ご活用ください。 

 なお、MySOSの運用は 11月 14日（注）に終了しますので、同日以降に日本に入国す

る場合は、「Visit Japan Web」にて登録してください。（注：一部の例外については、以下

の【参考】をご参照ください。） 

 

【参考】ファストトラックについてよくある質問（厚生労働省 HP） 

  https://www.hco.mhlw.go.jp/faq/fasttrack.html 

（問 8-1）ファストトラックは「Visit Japan Web」と「MySOS」のどちらから利用したらよいの

でしょうか？ 

（答）2022年 11月 1日にファストトラックの利用はMySOSから Visit Japan Webへ移

行しますが、一定の移行期間を設けております。入国日やご利用の状況により異なりま

すので、以下をご確認ください。 

 

【これから新規登録を行う場合】 

・既に登録済の場合を除き、11月 14日以降に入国する場合はMySOSでは新規登録

ができません。 

・11月 1日以降に手続きを開始する場合は、Visit Japan Webを利用してください。 

 

【MySOSでワクチン接種証明書を登録済みの場合】 

・2023年 1月 13日まではMySOSを利用することが可能です。航空機搭乗時や到着時

にはMySOSの青い画面を提示することができます。 

 

【MySOSで質問票の登録まで完了している場合】 

・2023年 1月 13日まではワクチン接種証明書又は検査証明書の登録と審査が可能で

す。 

 すでにMySOSでご登録済みの場合でも、再度 Visit Japan Webからご登録いただくこ



とも可能です。（ただし、データの連携はありません） 

 

（問い合わせ先） 

○在オーストリア日本国大使館 

住所：Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria 

電話: （市外局番０１）５３１９２０ 

Fax: （市外局番０１）５３２０５９０ 

ホームページ：https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のＵＲＬから停

止手続きをお願いいたします。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 

 


